
 

 議題１：市町村における障害福祉従事者向けの研修実施状況について 議題２：サービス管理責任者等研修の演習講師の確保について 

議

題

内

容 

１ 目的等 

  昨年度人材育成ビジョンを策定し、人材育成体制について、検証・見直しをすることとしたため、市町

村に対して市町村が実施する障害福祉従事者向けの研修の実施状況の調査を行った。 

２ 調査の対象、内容 

（１）調査対象 

   市町村において、令和元年度実施分として予算化された障害福祉従事者向けの研修（事例検討会・勉

強会等）事業（委託を含む）。 

   なお、事例検討会については、単に議論し合うものではなく、スーパーバイズする者がいるものに限

る。  

（２）調査内容 

   研修内容、参加対象者、講師名、研修実施にあたっての課題 

 

３ 調査結果 

  実施している市町村：25 市町 

  【主な研修内容】 

   相談支援、権利擁護、発達・障害児支援、介護・支援技法に関して 

１ 研修の種類 

種類 日程 主催 備考 

基礎研修 講義１日、演習２日 県社会福祉協議会（指定）  

実践研修 演習２日 指定研修事業者（未定）  ※ R3～ 

更新研修 演習１日 県  

フォローアップ研

修 

演習２日 県社会福祉協議会（委託）  

専門コース別研修 演習１日 委託（未定）  ※ R3～ 

 

２ 演習講師の必要数 

サービス管理責任者等研修の実施に当たっては、講義や演習の進行を行う主任講師と演習の際に各グ

ループのファシリテーターを行う演習講師がいる。 

主任講師は、分野統合前の分野ごとに主任講師が複数名いるため、当面は充足しているが、演習講師

は、研修種類の増加や研修日程の増加に伴い、不足している状況である。 

 

３ 演習講師の現状 

○ 演習講師は現在４２人（令和元年度より６人増）であるが、尾張地域（海部・知多 除く）の講師は

不在である。 

○ ほとんどの演習講師に現在実施している２つの研修（基礎研修、更新研修）を依頼 しており、令和

元年度は、１人当たり基礎研修を２～３日程、更新研修を１～２日程依頼した。御協力いただいた日数

は、最大８日となる。 

○ 令和３年度は実践研修が追加され、また今年度新型コロナウイルス感染症の影響で定員を減らして

実施する更新研修も日程を増やす予定であることから、現在の演習講師の数（４２人）では、御協力い

ただく日数は最大１４日（基礎又は実践研修５日程、更新研修４日程）となる見込みである。演習講師

の負担軽減のため、御協力いただく日数を令和元年度の８日程度とするためには、新たな演習講師を最

低でも３０人増員する必要がある。 

主

な

意

見 

・調査結果を市町村にフィードバックしてほしい。フィードバックの仕方によっては、各市町村の参考にな

るし、周りの市町村と比較する機会となり、自市の研修体制を見直すことができる。 

・調査結果を基礎・専門研修のように体系的に整理することで、各市町村の人材育成の取組への姿勢がより

見え、各市町村が人材育成を見直すきっかけとなる。 

・講師の人材確保について、市町村によって格差があることがわかった。埋もれている人材を活用できてい

ない。 

・今までは講師の横のつながりで紹介してきたが、限界がある。 

・市町村からの推薦の場合、市町村が推薦できる人材を把握しているのか。 

 （相談支援従事者研修の場合、基幹相談支援センターや委託相談支援事業所等の相談員を把握している。） 

・日々の業務に追われているため、演習講師を務めるメリットがあると立候補しやすい。 

 （例えば、講師派遣施設一覧を作成する等） 

 

今

後

の

取

組 

・今回は、市町村が実施している障害福祉従事者向け研修の実施状況の基礎調査を行った。 

この調査結果をもとに、研修内容をカテゴリー化する等により分析し、場当たり的ではなく体 

系的に人材育成を実施できているか検証していく。 

・整理したものを市町村にフィードバックし、各市町村の人材育成を見直す機会とする。 

 

・市町村による推薦や更新研修で優秀な受講者への声かけ等を検討する。 

令和２年度愛知県障害者自立支援協議会人材育成部会 検討状況等報告 
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＜参考＞令和２年度各研修事業 受講状況について       

 相談支援専門員 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

初任者研修 358 303 348 370 288 264 

現任研修 127 205 197 200 177 中止 

主任研修     48 中止 

 

相談支援専門員 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

専

門 

コ 

  
ス

別 

セルフマネジメント 53 37 56 41 中止 45 

権利擁護・成年後見制度 61 37 40 30 19 3/6,3/7 開催 

地域移行・定着 56 36 57 53 41 3/13 開催 

障害児相談 55 61 60 52 57 53 

スーパービジョン 56 55 67 45 66 39 

触法 52 35 52 70 52 41 

 

サービス管理責任者等 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

第 1 分野（介護） 121 127 216 226 

1,064 774（見込） 

第 2 分野（地域生活（身体）） - 2 4 2 

第 3 分野（地域生活（知的･精神）） 118 114 175 181 

第 4 分野（就労） 221 222 289 300 

児童発達支援管理責任者 218 261 402 417 

計 678 726 1,086 1,126 

更新研修     450 755（見込） 
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愛知県障害者自立支援協議会 地域生活移行推進部会 検討状況等報告（令和２年度） 

 

【検討事項】 福祉施設入所者の地域移行について 

 

 
地域生活支援拠点等について グループホーム整備促進支援制度について 

経
緯 

第 1 回部会【R2.10.19】 

・第 5 期障害福祉計画の成果目標として、令和 2 年度までに市町村において地域生活支援拠

点等を整備することが掲げられた。 

・しかし、令和 2 年 4 月 1 日時点の調査では、地域生活支援拠点等を整備済と回答したのは

54 市町村中 22 市町村で、令和 2 年度末までに整備予定は 24 市町村と、合計 46 市町村と

なっており、目標達成は困難な状況である。 

・今年度末に整備ができない 8市町村中、令和 3年度末までの整備予定は 2市、未定は 6市

となっている。 

 

第 2 回部会【R3.2.1（Web会議）】 

・東浦町のグループホームで発生した虐待事件を受けて、委員から、グループホーム整備促

進支援制度の今後のあり方について、早急に検討が必要との意見があった。 

・グループホーム整備促進支援制度は、開始時点ではグループホームの量的充実を目指す制

度であったが、平成30年度からはグループホームの質の向上にシフトした内容で実施して

おり、支援度の高い方への支援や人材育成等をテーマにしている。 

主
な
意
見 

・地域生活支援拠点等の整備について、まだ整備していない市町村に対しては、今後、何か

しら働きかけていくべき。 

・整備済のところは形だけでなく、きちんと機能しているのか確認する必要がある。 

 

・整備促進（量的充実）については一定の結果がでているため、支援技術や法令順守といっ

た内容を取り入れるなど、やり方を考えた方が良い。 

・名称も変えた方がいいのではないか。 

・虐待防止のためには、環境、専門性、意識（思想）が重要。まず、環境のところで、虐待を

起こさせない、あるいは起きたとき対応できるようなシステム等を考えていかなくてはな

らない。 

・法人の事業展開（事業拡大）のスピードと人材育成のスピードを合わせられるように取り

組んでいくべき。 

・数(量)も十分だと思えないので、質の向上と両輪でやらなくてはいけない。 

・一人職場となりがちな世話人の育成とフォローアップ、メンタルケアが重要。 

 

令
和
３
年
度
以
降
の
取
組 

・地域アドバイザーと連携して整備状況を把握するとともに、整備が進まない市町村に対し

ては、地域アドバイザーを通じて理由を把握し、必要に応じて助言していく。 

・第 6 期障害福祉計画では、地域生活支援拠点等の機能の充実のため、新たな成果目標とし

て、年 1 回以上の運用状況の検証・検討が掲げられた。各市町村における検証状況を把握

するとともに、検証する上でポイントとなる指標を市町村に示すことができるよう、市町

村から情報収集を行いながら検討していく。 

 

・来年度のグループホーム支援コーディネーター会議において、委員意見を伝達するととも

に、引き続き質にシフトした内容で実施する。 

・来年度の実施方針については、以下の点に留意して検討する。 

① 説明会及び見学会において、支援度の高い方への支援を行っているグループホームの

紹介や、運営上の工夫、メリット等を情報提供する機会を設ける。 

② グループホームにおける虐待を防止するため、管理者や世話人を対象に、虐待防止の

取組（虐待防止委員会等）について学ぶ機会を検討する。 

③ 世話人のフォローアップとして、世話人が気軽に相談できる場や、支援技術を学ぶ機

会を提供できないか、検討する。 
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第 1 回  

１ 開催日 

 令和 2 年 12 月 21 日（月）(書面開催) 

 

２ 議題 

（１） 令和２年度医療的ケア児者支援社会資源現況調査について（案） 

県内の医療的ケア児者支援関連事業所の現況を把握し、今後の障害福祉施

策の基礎資料とするための調査を実施するにあたり、本調査の内容や回答方

法、回答を要する事業所の範囲等についての意見を伺った。 

＜主な意見＞ 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、新規利用者の受入ができないこ

とや罹患不安による利用縮小などが起きていることが想定されるので、調査

時期の検討や、コロナの影響を尋ねる質問があると良い。 

  ○ 設問の聞き方について、意味が分かりづらい、捉え方の違いがありそう

なものがあるので注意が必要。 

  ○ 関係機関との協力体制の中に就労支援関係を付け加える。動ける医療的

ケア児者は働くことを希望し、実践している方もいる。 

  ○ 障害福祉サービス事業所で事業毎に全部の回答は負担が大きすぎるので

はないか。等 

＜今後の取組等＞ 

  ○ 調査項目等については御意見を踏まえて事務局で案を検討する。 

 

（２）令和元年度医療的ケア児者実態調査の結果について 

    調査結果を基に、医療的ケア児者支援の施策を検討していくため、調査

結果全般に関する意見や県、当部会で取り組むべき課題等についての意見

を伺った。 

＜主な意見＞ 

○ 災害へ向けた対応について 

 １ 災害時要配慮者支援の制度について、登録により得られる支援等、メリ

ットについて、対象者へ積極的な周知を行うこと。 

 ２ 災害時の医療的ケア児者への支援にあたって、自治体のみではなく、訪

問看護事業所を始めとした関係機関の連携による役割分担が必要である。 

３ 非常用電源の確保について。 

４ 市町村において昨年度の実態調査結果を活用し、特に人工呼吸器使用児

者のマッピングや避難先の決定を行うこと。 

  ○ レスパイトを中心とした家族支援について 

１ 母親を中心とした介護者の心身への負担が非常に大きいため、医療的ケ

ア児者に対応できるショートステイ事業所を増やす。 

２ 障害福祉施策での重要課題である「地域生活支援拠点整備」に医療的ケ

ア児も含めた議論とすることを各自治体にアナウンスする。 

３ 医療機関でのレスパイトに対する補助事業や、保育所や学校への訪問看

護の派遣事業による家族支援といった多角的な支援方法を実施する。 

４ 御家族や御本人がレスパイトを安心して利用するため、医療的ケア児者

の個別性にフィットした支援（ソフト面の充実）が必要である。 

令和２年度医療的ケア児支援部会の開催結果について    

 

＜今後の取組等＞ 

  ○ 災害時要配慮者支援制度といった防災施策については、実施主体が市町

村であることから、前年度の調査結果により把握した対象者の情報を活用

して、制度の周知や電源の確保について、地域の関係機関との連携により

役割分担を行うといった、災害時の支援体制の整備について、各市町村の

協議の場等で協議・実践されるよう働きかけていく。 

  ○ 地域生活支援拠点において、医療的ケアが必要な方も含めて対応が十分

に図られるよう、緊急時の対応や備えについて、医療機関との連携も含め、

地域全体で支援する協力体制を構築することが重要である旨、機会をとらえ

て市町村周知を行う。 

○ 市町村に配置するコーディネーター養成研修を継続して実施することで、

人材育成を図り、コーディネーターが地域の協議の場である自立支援協議

会を活用し、地域の関係機関との連携による支援を行うことや地域の状況

に応じた、インフォーマルな支援を含めた社会資源の開発を行えるように

していく。 

またそのために、コーディネーターの更なる研鑽の機会や、コーディネー

ターへの支援を行うことができる体制の構築を図ると共に、各市町村での取

り組み事例の情報提供を行っていく。 

 

３ 報告事項 

医療的ケア児関連事業の実施状況について（令和 2 年 5 月時点調査） 

 ＜市町村における協議の場の設置状況 ＞ 

    

 

 

 

 

 

＜市町村における医療的ケア児等コーディネーターの配置状況＞ 

    

 

 

 

 

 

＜医療的ケア児等コーディネーターの活動状況＞ 

  ○ 協議の場への参加及び自立支援協議会への課題提起 

  ○ 個別支援会議への参加、医療的ケア児の退院カンファレンスへの参加 

等 

＜医療的ケア児等コーディネーターの活動上の成果や課題＞ 

  ○ 災害時の医療的ケア児を含む支援が必要な方のマップ作りを開始した。 

○ 医療的ケア児等コーディネーターとしての名前をもらっても、その業

務に対する保証がされていないことでの動き辛さがあった。 

設置年度 設置市町村数 設置済市町村数 設置率 

H30 年度以前 34  H30 年度末  34 市町村 63.0％ 

R1 年度 14  R1 年度末 48 市町村  88.8％ 

R2 年度（予定） 5  R2 年度末 53 市町村  98.1％ 

未定 1  
 

  

配置年度 配置人数 配置市町村数 配置済市町村数 設置率 

H30 年度 93 29 H30年度末  29市町村 57.3％ 

R1 年度 81 19 R1 年度末 48 市町村 88.9％ 

R2 年度（予定） 7 5 R2 年度末 53 市町村 98.1％ 

未定  1 
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○ 複数いる医療的ケア児等コーディネーターの役割分担ができていない

ため、ライフステージに応じた支援体制となっていない 等 

 ＜その他医療的ケア児支援関連事業の実施状況＞ 

  ○ ガイドブックの作成、Web 版支援情報発信ツールの作成 

  ○ 学校・保育所等居宅以外への訪問看護の活用事業、医療的ケア児等コ

ーディネーター配置費用等、地域生活支援事業費補助金を活用した事業

の実施  等 

＜主な意見＞ 

 ○ 医療的ケア児等コーディネーターの処遇の実態調査を行って欲しい。 

 ○ 医療的ケア児等コーディネーターのフォローアップ研修や、困ったとき

に相談できる体制の整備が必要である。 

 ○ 医療的ケア児支援に係る情報発信は重要なので、各地域で、紙ベースで

はなく、Web 版（ホームページ等）での情報発信を行っていただきたい。 

＜今後の取組等＞ 

  ○ 医療的ケア児等コーディネーターの処遇（委嘱・設置の方法や経費負

担の状況）調査を実施する。 

○ コーディネーターの更なる研鑽の機会や、コーディネーターへの支援を

行うことができる体制の構築を図ると共に、各市町村での取り組み事例の

情報提供を行っていく。 

 

第２回  

１ 開催日時 

 令和 3 年 2 月 10 日（水）14 時から 15 時 5 分(Web 会議) 

 

２ 議題 

（１） 令和２年度第 1 回愛知県障害者自立支援協議会医療的ケア児支援部会の

議事結果を踏まえた対応について 

書面で開催した第 1 回医療的ケア児支援部会における、各委員からの御

意見・御質問に対する県の回答をまとめた議事結果の説明を行い、委員か

ら質問や意見を伺った。 

＜主な意見＞ 

○ 医療的ケア児支援に係る情報発信は重要なので、各地域で、紙ベース

ではなく、Web 版（ホームページ等）での情報発信を行っていただきたい。 

   ○ 災害時に向けた対応として、介護保険分野で活用されている電子＠連

絡帳を医療的ケア児でも使えるようにして、呼吸器使用児のマッピング

を行っていただきたい。（瀬戸市及び豊川市で電子＠連絡帳の障害分野で

の活用事例有り） 

  ＜今後の取組等＞ 

   ○ 医療的ケア児支援に係る情報発信や電子＠連絡帳の活用に係る先進事

例について、他市町村においても取り組みが広がるよう、情報提供を行

っていく。 

（２）令和元年度医療的ケア児者実態調査実施に関する事後調査について 

    前年度に行った医療的ケア児者実態調査後における、市町村の医療的 

ケア児把握等に関する取組状況の調査結果の報告を行い、委員から質問や

意見を伺った。 

 ア 実態調査（二次調査）において徴取した避難行動要支援者の把握を目的と

した個人情報の提供を受けた方の避難行動要支援者名簿への登録状況（名古

屋市を除く） 

  令和元年度愛知県医療的ケア児者実態調査実施に関する事後調査    2020 年 1 月 15 日現在 

 イ 医療的ケア児者を把握するための取組状況 

実態調査（一次調査）における対象者数の把握の回答後における、継続し

た医療的ケア児者の把握に関する取組状況等（名古屋市を除く） 

＜主な意見＞ 

ア 避難行動要支援者名簿への登録状況等 

   人工呼吸器使用児者の方等、限定的でも構わないので、二次調査で個人

情報の提供を希望されていない方を含め、避難行動要支援者名簿への登

録の呼びかけとマッピングの取組を市町村へ働きかけて欲しい。 

イ 医療的ケア児者を把握するための取組状況 

    個人情報の提供に関する同意の課題がある。介護保険分野で活用され

ている電子＠連絡帳の利用時には、必ず関係機関への情報提供の同意書

を取っているので、医療的ケア児者分野でも活用している事例（瀬戸市・

豊川市）を参考にして、医療的ケア児者の把握に努めていただきたい。 

＜今後の取組等＞ 

   ○ 避難行動要支援者名簿への登録の呼びかけ、マッピング及び個別支援

計画の策定について、まずは災害時に特に支援が必要となる人工呼吸器

使用児者の方等の分から取り組んでもらえるよう、地域の協議の場での

議題とし、医療的ケア児等コーディネーターを通じて関係機関との協力

体制の構築を図っていただくよう市町村に依頼する。 

○ 医療的ケア児者の電子＠連絡帳の活用に係る先進事例について、他市

町村においても取り組みが広がるよう、情報提供を行っていく。    
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携
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計

44 38 47 30 33 6 15 15 18 7
当事者団体等、相談
支援専門員との連携 15 22 34 20 10

・障害者手帳の取得が無く、福祉
サービスの利用がない医療的ケア児
者の把握が困難
・関係部署間で把握のための仕組み
が定められていない

・協議の場・関係者会議等定期的な
連携を実施
・支援に関わっている職員が医療的
ケア児の保護者へ事前に情報連携の
可否について確認を取っている。

２．(1)医療的ケア児者を把握するための取り組み

(1)関係機関との連携により医療的ケア児者の把握を行っている状況
（※個別のケース等、一部でも把握していれば○） (2)医療的ケア児者を把握する上での課題

(3)情報連携の取り組み事例
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合計 47 341 278 189 53 8 7 12
・登録前に死亡、医療的ケアが必
要なくなった等
・関係課と登録に向けた調整中

9 19 25

・個別支援計画の策定は必須ではなく、地域（自
主防災会）の裁量で行っている。
・計画策定に向けたマニュアル作成や関係機関・
部署との調整などの準備が整っていない。
・役所の人手不足。

・要支援者を避難させる福祉避難所が確保できな
い。

（1）避難行動要支援者
名簿への登録状況等

（2）名簿未登録理由 （3）計画未策定理由

市
町
村
数

１．個人情報の提供を受けた方の避難行動要支援者名簿への登録状況等
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あいち障害者福祉プラン 2021-2026 のパブリック・コメント制度実施後の主な修正点 

 

第５章：各分野における障害者施策の基本的な方向 

項目 ページ 修正前 修正後（修正箇所：下線部分） 修正理由 

１安全・安心な生活

環境の整備 

P36 

【現状・課題】 

また、障害のある人が、施設を利用する際には、「身体障害者補助犬法」

に基づき、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬。以下、「補助犬」

という。）の同伴が円滑に受け入れられるよう、補助犬の育成事業者と連携

して、普及啓発を図っています。 

 

また、障害のある人が、施設を利用する際には、「身体障害者補助犬法」

に基づき、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬。以下「補助犬」

という。）の同伴が円滑に受け入れられるよう、補助犬の育成事業者と連携

して、普及啓発を図っており、引き続き補助犬の認知度向上に取り組んで

いく必要があります。 

１１月に行った県政世論調査

結果を踏まえ、「認知度の向上

を」課題として明記 

P37 

【現状・課題】 

○そして、共生社会、一億総活躍社会の実現のため、2018 年 5 月に、「高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」

を改正し、「心のバリアフリー」として障害者等に対する支援を明記すると

ともに、 

 

○そして、共生社会、一億総活躍社会の実現のため、2018 年 5 月に、「高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」

を改正し、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解

を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」

として、障害者等に対する支援を明記するとともに、 

パブリック・コメント意見（番

号 6）を踏まえ、説明を追記 

P39 

【計画期間の取組】 

○「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」に基づくバリアフリーの

推進 

 

○「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」等に基づくバリアフリー

の推進 

◆ 鉄道駅におけるホームドア等の設置に対する補助 

◆ 駅員の無配置駅に安全性・利便性を確保するための対策を講じるよう

事業者への働きかけの実施 

◆ 信号機への音響付加装置の設置 

パブリック・コメント意見（番

号 7，8，11）を踏まえ、取組

を追記 

４権利擁護の推進

及び行政等におけ

る配慮の充実 

P51 

【現状・課題】 

 （追記） 

 

さらに、県民ひとりひとりの思いやりのある行動が広がるよう、援助や

配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲に配慮

を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくするヘルプマー

クの活用を図っており、2020 年 11 月に行った県政世論調査では、マーク

の意味も含めて知っている人の割合は 2018 年度の調査と比較すると 31 ポ

イント増加しているものの、意味を知らない人の割合は 33.7％となってい

るため、引き続き内容への理解も含めた普及啓発に努めていく必要があり

ます。 

１１月に行った県政世論調査

結果を踏まえ、「ヘルプマーク

の内容への理解を含めた普及

啓発」を課題として明記 

P53 

【施策の方向性】 

○ 障害のある人への虐待の防止等のため、広く県民及び事業者に対し、

障害や障害のある人に対する理解の促進、虐待に関する知識や虐待の防

止に関する啓発を行うとともに、県の障害者権利擁護センターと市町村

の障害者虐待防止センターを中心に、虐待の未然防止や発生時の迅速な

対応、再発の防止を図ります。 

（追記） 

 

○ 障害のある人への虐待の防止等のため、広く県民及び事業者に対し、

障害や障害のある人に対する理解の促進、虐待に関する知識や虐待の防

止に関する啓発を行うとともに、県の障害者権利擁護センターと市町村

の障害者虐待防止センターを中心に、虐待の未然防止や発生時の迅速な

対応、再発の防止を図ります。 

特に、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待において、県と市町

村間の連携に加え、施設所在市町村と調査実施市町村など市町村間の連

携強化に努めます。 

虐待対応の強化のため、施策

の方向性と取組を追記 
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第５章：各分野における障害者施策の基本的な方向 

項目 ページ 修正前 修正後 修正理由 

４権利擁護の推進

及び行政等におけ

る配慮の充実 

P54 

【計画期間の取組】 

○障害者差別解消法の見直し内容及びスケジュールを踏まえた愛知県障害

者差別解消条例の見直しに向けた検討 

（追記） 

○障害者差別解消法の見直し内容及びスケジュールを踏まえた愛知県障害

者差別解消条例の見直しに向けた検討 

<障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律

案の概要>〔2021 年３月９日閣議決定〕 

① 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 

国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して

必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分

担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないも

のとする。 

② 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の

提供の義務化 

事業者による社会的障壁（障害がある者にとって日常生活又は社会生

活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念そ

の他一切のもの）の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供につ

いて、現行の努力義務から義務へと改める。 

③ 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 

ア 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するた

めの支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。 

イ 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応す

る人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。 

ウ 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組

に関する情報（事例等）の収集、整理及び提供に努めるものとする。 

※施行期日：公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で

定める日 

障害者差別解消法の直近の国

の動向を補記 

P54、55 

【計画期間の取組】 

○虐待の未然防止や発生時の迅速な対応、再発の防止 

（追記） 

 

○虐待の未然防止や発生時の迅速な対応、再発の防止 

◆ 市町村間における情報共有の推進 

◆ 県に対する市町村報告のスキーム化 

◆ 市町村からの報告に基づく県でのケース会議の開催 

◆ 虐待防止、権利擁護の推進に係る普及啓発 

 

虐待対応の強化のため、施策

の方向性と取組を追記 
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第５章：各分野における障害者施策の基本的な方向 

項目 ページ 修正前 修正後 修正理由 

６ 保健・医療の

推進 

P62 

【現状・課題】 

○ そして、本県では、障害のある人が地域で安心して生活できるよう、

総合的に支援する拠点として、2019 年３月に、愛知県医療療育総合センタ

ーを開所しました。センターは、中央病院、発達障害研究所、療育支援セ

ンターを有し、高度で専門的な医療の提供、研究、広域的な支援を行って

います。（追記） 

 

○ そして、本県では、障害のある人が地域で安心して生活できるよう、

総合的に支援する拠点として、2019 年３月に、愛知県医療療育総合センタ

ーを開所しました。センターは、中央病院、発達障害研究所、療育支援セ

ンターを有し、高度で専門的な医療の提供、研究、広域的な支援を行って

います。引き続き、拠点としての機能を十分に発揮できるよう、遠隔診療

や情報ネットワークの活用などにより、重度障害児者や家族にとって大き

な負担となっている通院負担の軽減や地域で障害児者を支える関係機関と

の連携を進め、社会情勢に即した機能強化による支援の充実が求められま

す。 

令和 3 年度愛知県当初予算の

計上に伴う追記 

P64 

【計画期間の取組】 

○ 愛知県医療療育総合センターを拠点とした高度専門的な医療の提供等 

（追記） 

 

○ 愛知県医療療育総合センターを拠点とした高度専門的な医療の提供等 

◆ 情報通信機器や情報ネットワークを活用したスマートホスピタルの展

開 

９文化芸術活動・ス

ポーツ等の振興 

P75 

【計画期間の取組】 

○視覚障害者等の読書環境の整備 

◆ 点字図書館（明生会館）の設置、運営 

◆ 愛知県図書館における視覚障害者資料室の設置、運営 

◆ 点字奉仕員・朗読奉仕員の育成 

◆ 愛知県図書館（拠点図書館）と点字図書館等の連携による読書環境の整

備 

◆ ＩＴサポートセンターにおけるＩＣＴ習得支援 

 

○視覚障害者等の読書環境の整備 

◆ 愛知県図書館（拠点図書館）と点字図書館等の連携による読書環境の

整備 

◆ 関連施策の共有、円滑な連携のための庁内協議体制の整備 

◆ 点字図書館（明生会館）の設置、運営（点字図書等の郵送貸出、サピ

エ等を通じての全国の点字図書館と協力した書籍の作成、点字奉仕員・朗

読奉仕員の育成等） 

◆ 愛知県図書館における視覚障害者資料室及び読書のバリアフリーコー

ナーの設置、運営（点字図書等の郵送貸出、オンライン対面朗読の実施、

朗読協力員に対する研修、愛知県図書館職員の障害者サービス研修の受講

等） 

◆ ＩＣＴサポートセンターにおけるＩＣＴ習得支援 

視覚障害者等の読書環境の整

備の推進における留意事項

（令和 2 年 12 月 22 日付け国

事務連絡）の発出を踏まえ、関

係課で調整のうえ、庁内協議

体制の整備及び具体的な取組

を追記 

P77 
図表 

（追記） 
【障害者スポーツの推進に向けた主な取組】（図表 58） 

委員意見（ＷＧ：市民が親しみ

やすいプラン作成のための工

夫）を踏まえた追記 
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第６章 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 

項目 ページ 修正前 修正後 修正理由 

１ 福祉施設の入

所者の地域生活へ

の移行 
P84 

 エ 経済的な自立支援 

  （追記） 

 

○ 福祉施設から一般就労への移行を推進するため、一般就労推進アドバ

イザーを配置して、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所への支援

を行います。 

令和 3 年度愛知県当初予算の

計上に伴う追記 

P84 

 キ 施設における支援の充実 

  （追記） 

 

○ 施設において、入所者や職員を対象に、地域生活体験事業の事業説明

や体験を呼びかける出前講座を開催します。 

令和 3 年度愛知県当初予算の

計上に伴う追記 

４ 福祉施設から

一般就労への移行

等 
P101 

（４）計画期間の取組 

 ア 一般就労に向けた福祉施設の取組に対する支援 

○福祉施設に対して、一般就労を見据えた生産活動の指導や、職場実

習先・就職先の開拓、面接指導等に関する助言等を行います。 

 

 

○ 一般就労推進アドバイザーを設置して、福祉施設における一般就労の

成功例の蓄積を行い、支援等の分析を行うとともに、福祉施設に対して、

一般就労を見据えた生産活動の指導や、職場実習先・就職先の開拓、面

接指導等に関する助言等を行います。 

令和 3 年度愛知県当初予算の

計上に伴う追記 

５ 障害児支援の

提供体制の整備等 

P109 

（４）計画期間の取組 

 イ 重症心身障害児や医療的ケア児に対する支援体制の構築 

  ○ 医療的ケア児を支える地域づくりを推進する役割を担う医療的ケ

ア児等コーディネーター養成研修を実施します。 

 

 

○ 医療的ケア児を支える地域づくりを推進する役割を担う医療的ケア児

等コーディネーター養成研修を実施します。また、養成研修修了者を対

象にフォローアップ研修を実施し、質の向上を図ります。 

令和 3 年度愛知県当初予算の

計上に伴う追記 

 

第７章：障害福祉サービス等の見込量と確保策等 

項目 ページ 修正前 修正後 修正理由 

３ 障害福祉サー

ビス等以外の見込

量と確保策 
P185 

（２）医療的ケア児等を支援するコーディネーターの配置 

② 本計画期間の取組 

医療的ケア児等を支える地域づくりを推進する役割を担うコーディ

ネーターの配置を進めるため、医療的ケア児等コーディネーター養成

研修を実施し、人材の養成に努めます。 

 

 

医療的ケア児等を支える地域づくりを推進する役割を担うコーディネータ

ーの配置を進めるため、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施

し、人材の養成に努めます。また、養成研修修了者を対象にフォローアッ

プ研修を実施し、質の向上を図ります。 

令和 3 年度愛知県当初予算の

計上に伴う追記 

P191 

（７）障害福祉サービスに従事する者の育成等及びサービスの質の向上の

ために講ずる措置 

 利用者が安心して適切にサービスを選択・利用できるようにするため、

利用者支援の仕組みづくりや質の高いサービスの提供が求められていま

す。 

県は、人材の養成、サービスの評価など、適切なサービスの選択・利用

を支援する仕組みを身近な地域に整備していきます。 

（追記） 

 

 

利用者が安心して適切にサービスを選択・利用できるようにするため、

利用者支援の仕組みづくりや質の高いサービスの提供が求められていま

す。 

県は、人材の養成、サービスの評価など、適切なサービスの選択・利用

を支援する仕組みを身近な地域に整備していきます。 

なお、研修を実施する際には、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、臨時的な取扱いとして、通信の方法による講義の実施を進めます。 

新型コロナウイルス感染症へ

の対応を追記 

 

 

- 9 -



 

第７章：障害福祉サービス等の見込量と確保策等 

項目 ページ 修正前 修正後 修正理由 

４ 県の地域生活

支援事業の実施に

関する事項 
P197 

（４）人材育成等その他の事業 

ウ サービス管理責任者等研修事業 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資質向上のため、更

新研修を実施していきます。 

また、現任者を対象としたフォローアップ研修を実施していきます。 

 

 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資質向上のため、更

新研修を実施していきます。 

また、より一層の専門性を図るための専門コース別研修とフォローアッ

プ研修を実施してきます。 

令和 3 年度愛知県当初予算の

計上に伴う追記 

５ 新型コロナウ

イルス感染症への

対応 

P200 

① 感染症対策の徹底 

障害福祉サービス事業所等における感染症対策の徹底のため、感染防止の

ための衛生材料の購入費用や、外部専門家等による研修費用などへの助成

制度を設けました。また、県において、衛生用品の備蓄を進めました。 

さらに、休業要請等を受けた通所サービス事業所等が引き続き、障害児者

やその家族の日常生活を支えるため、通所サービスを訪問サービスに切り

替えるなど代替サービスを実施するかかり増し経費についても、助成制度

を創設しました。 

（追記） 

 

③ 緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保 

障害者支援施設等において感染者が発生した場合等の緊急時に備え、一般

社団法人愛知県知的障害者福祉協会と連携・調整して、あらかじめ応援可

能な職員の募集を行うなど、サービス提供者を確保・派遣できるスキーム

を構築しました。 

（追記） 

① 感染症対策の徹底 

障害福祉サービス事業所等における感染症対策の徹底のため、感染防止

のための衛生材料の購入費用や、外部専門家等による研修費用などへの助

成制度を設けました。また、県において、衛生用品の備蓄を進めました。 

さらに、休業要請等を受けた通所サービス事業所等が引き続き、障害児

者やその家族の日常生活を支えるため、通所サービスを訪問サービスに切

り替えるなど代替サービスを実施するかかり増し経費についても、助成制

度を創設しました。 

なお、施設内感染を防ぎ、新たなクラスターの発生を予防するため、障

害者支援施設等の職員に対して集中的なＰＣＲ検査を実施しています。 

 

③ 緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保 

障害者支援施設等において感染者が発生した場合等の緊急時に備え、一

般社団法人愛知県知的障害者福祉協会と連携・調整して、あらかじめ応援

可能な職員の募集を行うなど、サービス提供者を確保・派遣できるスキー

ムを構築しました。 

また、障害者と同居する家族（介護者）が新型コロナウイルスに感染し、

入院又は宿泊療養となり、介護者が不在になり生活が困難となった障害者

に対し、同協会が指定するグループホームやショートステイで生活に必要

なサービスが受けられる体制を整備しました。 

 

新型コロナウイルス感染症へ

の対応について、時点修正 

 

（注）第 7 章１～３については、パブリックコメント時に市町村の中間報告値の積み上げにより算出していた数値を市町村の最終報告値の積み上げにより算出した数値に修正 
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番号 該当部分 御意見の概要 県の考え方

1 第2章 ・基本的考え方の「９　障害のある子どもの支援」の3行目「ライフステージに沿って」の後に「乳幼児期から青年期まで」を挿入してほしい。
本プランでは、「障害のある子ども」とは、児童福祉法第4条で規定された障害児のことであり、0歳から18歳未満の者です。「ライフステージ」に
は、乳幼児期から青年期までを含んでおりますので、このままとさせていただきます。

2 第3章
・認知症者数は県内で約30万人とのことだが、障害者施策策定に影響を及ぼすのではないか。県内の65歳以上の障害者手帳取得者は、身体73.2％に
対して、精神19.2％となっており、県内の認知症の実態からすると、精神障害者保健福祉手帳取得者が少ないのではないか。

精神障害者に対しましては、手帳の有無に関係なく、それぞれの状況に応じて障害福祉サービス等の利用が可能となっており、サービス見込み量等
については、手帳が交付されていない方を含めて算出しております。
ご意見は、今後の事業の参考とさせていただきます。

3 第4章
・「2040年の本県の高齢化率は31.9％となり」と記載されているが、あいち健康福祉ビジョン2026（仮称）P4及び第8期愛知県厚生者福祉保健医療計
画P20では「31.6％」と記載されているため、合わせるべきではないか。

本記載は第2期愛知県人口ビジョン(Ｐ44)の出生率が現状程度で維持する場合の本県人口の長期的な見通しから引用しておりますので、このままとさ
せていただきます。

4 第4章
・計画策定にあたっては、高齢障害者と非高齢障害者の違いを考慮すべきである。情報取得として愛知県障害者基礎調査があるが、対象者の50 ％が
60 歳以上（身障と難病が多くを占める）であり、結果の数値に、高齢障害者の実態が強く反映してしまっていると感じる。クロス集計等により結果
を区分する等の配慮が必要ではないか。

基礎調査では、年齢別の集計も行っておりますので、今後の事業の実施においては、年齢別の状況も参考に進めてまいります。

5 第5章 ・「１　安全・安心な生活環境の整備」に学校のバリアフリー化についての記載が必要である。
学校に関することは、P68の「８　教育の振興」にまとめて記載しています。
なお、学校のバリアフリー化につきましては、県立学校施設長寿命化計画に基づく校舎の改修工事に併せて、「人にやさしい街づくりの推進に関す
る条例」に基づき、スロープ、手すりの設置やトイレの段差解消などに取り組んでいます。

6 第5章 ・「心のバリアフリー」について、具体的に何を指すのか解説してほしい。
様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことです。プラン37ページにこの
説明を追記します。

7 第5章 ・電車を安心して利用できるように、駅に可動柵（可動式ホームドア）の設置に補助金を出すなど、県が主導で設置を進めてほしい。
ホームドア及び可動式ホーム柵については、駅を安全に利用していただくため設置が進むよう鉄道事業者へ働きかけていくとともに、補助制度によ
り鉄道事業者を支援しております。プラン39ページにこの取組を追記します。

8 第5章 ・地方の鉄道駅では無人駅が増えており、介助無しでは利用が出来なくなっているため、視覚障害者を交えて改善策を考えてほしい。
駅員の無配置駅については、利用者、特に高齢者、障害者への安全性・利便性を確保するための対策を講じるよう鉄道事業者へ要望しており、今後
も働きかけてまいります。プラン39ページにこの取組を追記します。

9 第5章
・街のバリアフリー化について、大人用のオムツ替えベッドの設置を標準化してほしい。ストレッチャーが入るサイズのエレベーターを、１フロア
に１台でいいから設置してほしい。

人にやさしい街づくりの推進に関する条例にある義務基準とは別に、「人にやさしい街づくり望ましい整備指針」において、望ましい基準として大
型ベッドの設置について記載しており、引き続き周知を図っています。また、ストレッチャーが入るエレベーターのご意見については、今後の人に
やさしい街づくりの推進の参考にさせていただきます。

10 第5章 ・障害者が外出しやすいよう、バリアフリー化の進展を期待する。
人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基づき、不特定かつ多数の人が利用する施設のバリアフリー化の推進に引き続き取り組んでまいりま
す。

11 第5章 ・視覚障害者の生活環境の拡大のため、音響信号機の増設や、適切な音量・時間の設定、歩車分離式信号機への音響設備の必置を図ってほしい。
信号機への音響付加装置の設置や、鳴動時間及び音量設定については、視覚障害のある方や周辺地域にお住まいの方のご意見等を踏まえ、引き続き
積極的に整備していきます。プラン39ページにこの取組を追記します。

12 第5章
・視覚障害者の安全のため、点字ブロックの充実や、自転車と歩行者の分離、歩道の整備、街路樹の撤去等を検討してほしい。また、自転車通学の
高校生に警察・教育委員会による交通指導を行ってほしい。

・人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基づき、不特定かつ多数の人が利用する一定規模以上の建築物に対して点字ブロックの設置を推進し
ています。
・自転車と歩行者の分離については、愛知県自転車活用推進計画に基づき、自転車通行空間の整備を推進することにより、自転車と歩行者の分離を
図ってまいります。
・歩道の整備については、バリアフリー法に基づく特定道路における整備等を進めております。また、街路樹の撤去等については、すべての道路利
用者が安全安心に道路を利用できるよう、維持管理に努めて参ります。
・各県立高等学校では毎年度、自転車通学者を対象とする交通安全教室や交通安全講話を実施しています。

あいち障害者福祉プラン2021-2026（仮称）のパブリック・コメント意見への県回答について
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番号 該当部分 御意見の概要 県の考え方

13 第5章 ・障害者が通う通所施設の周辺に交通量の多い道路がある場合、バス停に安全に渡れるよう、ボタン式信号機と横断歩道を設置してほしい。
押ボタン式信号機や横断歩道の設置については、自動車等の交通量や横断者数、周辺施設や付近の交通安全施設の設置状況等を踏まえて、必要性が
認められる場所に整備していきます。

14 第5章 ・アイドリング音やエンジン音が小さい「静音車」が増えており、視覚障害者には恐怖である。
国土交通省において、平成28年10月7日に道路運送車両の保安基準等について改正が行われ、ハイブリッド自動車等に対する車両接近通報装置の設置
が義務づけられております。
県としましては、障害のある方の困り事が広く県民の皆様に理解されるよう、普及啓発に努めてまいります。

15 第5章 ・県内の直接業務に関わる職員から手話をできるようにしたら良いのではないか。
手話言語・障害者コミュニケーション条例制定後、行政、団体、企業向けに手話や筆談の講師派遣を行っているところであり、今後も継続して実施
してまいります。

16 第5章
・障害者IT総合推進事業について、IT活用は有効だが、障害があるがゆえにITにすらたどり着けない人がいるので、障害者自身がITを積極的に活用
するようなサポート（障害者向けの講座の開催など）、IT技術を活用して障害者が社会参加しやすくなるような環境整備（音声認識の活用や遠隔で
の文字支援を促す県民講座など）をしていただきたい。

障害のある方が、ICTを積極的に活用できるよう、ICTサポートセンターにおける支援を充実するとともに、御意見を参考に、引き続き、障害の特性
に応じたコミュニケーション手段の普及啓発に努めてまいります。

17 第5章
・愛知県消費生活総合センターがYouTube発信している動画に、ろう者が見てもわかりやすい手話を取り入れた動画を発信するなど、アクセシビリ
ティを図ってほしい。

引き続き、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した情報発信を推進していきます。

18 第5章 ・コミュニケーションボードの一例を県ホームページに掲載し、自由にダウンロードできるようにし、普及しやすいようにしてほしい。
コミュニケーション支援ボードを参考に、どなたでもダウンロードして利用できるアプリを開発中であり、今年度中に、県ホームページに掲載いた
します。

19 第5章
・手話言語・コミュニケーション条例のリーフレットが増版予定であれば、聞こえない人も見て条例内容を理解できるように、また簡単な手話表現
を動画見ながら覚えられるように、手話動画をQRコードに貼付けて閲覧できるようにしてほしい。

聴覚障害者情報提供施設であるあいち聴覚障害者センターと連携し、実施に向けて検討してまいります。

20 第5章 ・学校等の設置者による取組について、手話言語の普及について、具体的にどのように研修を実施していくのか教えてほしい。
特別支援学校で実施する研修について、県内の幼稚園、小中学校、高等学校及び他の特別支援学校へ広く案内し、教職員の研修機会の拡充に努めて
まいります。

21 第5章 ・聞こえない子を持つ親への手話言語普及をどのように進めるのか教えてほしい。
「聞こえない子を持つ親への手話言語普及」は、意思疎通支援者の養成と不可分であると考えており、養成事業の実施主体（委託先）であるあいち
聴覚障害者センターと連携し、意思疎通支援者の養成と通訳業務の向上に取り組むなかで、検討してまいりたいと考えております。

22 第5章
・聴覚障害者向けの福祉避難所の設置について理解を得られない市町村もあるので、県からも聴覚障害者の福祉避難所設置の重要性を市町村に働き
かけてほしい。

福祉避難所は、現在、県内市町村に設置され、その数も年々増加しているところです。聴覚障害者の福祉避難所についても市町村が地域の実情に応
じて整備を検討するものと認識しておりますが、ご意見を踏まえ、市町村における整備状況を把握してまいりたいと考えております。引き続き、地
域の実情に応じた障害者にも配慮した福祉避難所が設置されるよう、市町村が集まる会議等で働きかけてまいります。

23 第5章
・実際に災害が起きた時に安否確認したり、避難所運営に関わる人（民生委員等）に対して、聴覚障害の特性と手話を学べる研修会を開いてほし
い。

今年度開発中のコミュニケーション支援アプリ内に、障害の特性に応じた配慮を掲載し、避難所運営者に確認していただけるようにしております。
アプリ公開後は、様々な機会を捉えて、災害対応に関わる方へのアプリの普及に努めてまいります。

24 第5章
・要約筆記事業について、申込者、受講生、受験者数が少ないと聞く。目標達成のため、県として対策をしてほしい。また、仕組み作りは県の責務
と考えるので、予算措置や用途、市町村との連携状況等の精査をお願いしたい。

要約筆記者養成事業については、運営主体（委託先）であるあいち聴覚障害者センターとともに、近年の受講者減少の改善に向けて取り組んでいる
ところであり、来年度から、受講にあたっての選考試験を廃止し、受講者の門戸を広げることとしました。要約筆記者を始めとする意思疎通支援者
の養成については、今後も必要な予算を確保するとともに、市町村とも連携して人材確保に努めてまいります。

25 第5章
・視聴覚障害者情報提供施設運営事業について、聴覚障害はその人により様々であり、手話を第一言語とする人がいる一方で、自身の聞こえを最大
限活用し音声や文字を利用する人もいる。そういったすべての人の支援をする施設の事業が偏っていないかなど、県として管理をしてほしい。

聴覚障害者情報提供施設であるあいち聴覚障害者センターと連携し、センター運営委員会の構成団体（（一社）愛知県聴覚障害者協会、（特非）愛
知県難聴・中途失聴者協会、（特非）愛知盲ろう者友の会、愛知県手話通訳問題研究会、愛知登録要約筆記者の会）の皆様の御意見を伺いながら、
障害の特性に応じた支援が図られるよう、努めてまいります。

- 12 -



番号 該当部分 御意見の概要 県の考え方

26 第5章
・県が意思疎通支援者の養成事業および派遣事業の実施を委託している団体の情報公開が全く進んでいない。すべての県民に対して、より開かれた
意思疎通支援事業となるよう、ホームページ等で具体的な内容や数値を継続的に公開してほしい。

意思疎通支援事業の運営主体（委託先）であるあいち聴覚障害者センターと連携し、情報公開の推進に努めてまいります。

27 第5章
・社会情勢が変わってきており、ICTによる意思疎通支援を早急にあると強く感じる。県自ら音声認識を使った文字情報を率先して発信するととも
に、県職員に対して、手話講習会だけでなく、音声認識に関する講習会も早急に検討してほしい。文字情報を求める障害者が多いことを真摯に考え
てほしい。

引き続き、障害の特性に応じたコミュニケーション手段による情報発信を推進していくなかで、ICTの活用に努めてまいります。また、県職員に対す
る講習会の講師の選任にあたって、御意見を参考とさせていただきます。

28 第5章 ・福祉避難所などをきちんと整備し、一般の方の利用はなるべく遠慮してほしいことを啓発してほしい。
福祉避難所は、避難所での生活において、特別な配慮を要する方が対象となっていることについては、市町村が集まる会議等で周知してまいりま
す。

29 第5章 ・障害者の中には電源が必要な方も多く、福祉避難所の指定を受けた施設に対して、太陽光発電などの自家発電装置の補助が必要だと思う。
　従前より、福祉避難所を含む避難所で使用する発動発電機などの資機材整備について、その整備主体である市町村に対して財政的支援を実施して
います。

30 第5章
・自然災害の際には、感染症など複数の想定と予防策の策定と実施を希望する。避難を諦めている障害者も多いと聞くため、災害タイムラインに合
わせた適切な情報伝達の仕組みと、定期的な訓練によるブラッシュアップが必要だ。

　各種防災計画に感染症対策を位置付けるとともに、具体的な対策として避難所における感染症拡大防止ガイドラインを策定し、訓練を実施するな
ど、実践的な取り組みを行っています。また、障害の状況に配慮した複数の情報伝達手段の整備支援や障害者団体など、多様な主体が参加した訓練
を毎年実施しています。

31 第5章 ・県防災安全局では、Twitterによる防災情報の配信を行っているが、LINEによる情報配信も実施してほしい。
防災啓発に関する情報発信については、ホームページ等で情報を発信しており、LINEによって各個人の携帯電話等に直接情報発信することは現状に
おいて検討していません。

32 第5章 ・虐待差別の解消について、古い価値観もあり日本は遅れていることが顕著なため、公務員や政治家にも講習研修が必要である。
虐待防止や差別解消の研修に関しましては、自治体職員などを対象とした研修を毎年度実施しております。また、本県職員に対しても、新規採用職
員研修や新規に役職者の立場になった職員向けの研修などで講義を行っております。これらの場を通じて引き続き障害者への権利擁護に努めてまい
ります。

33 第5章 ・「就労から職場への定着までの切れ目のない支援」とあるが、どのくらいの期間や目安を指すのか。 職場定着までの支援の期間や支援終了の目安の基準はなく、個々の事例に応じて、ご本人や職場のご意見を踏まえながら判断することになります。

34 第5章
・図表49のアンケートでは、障害の理解がある職場や、就職後も相談したり困った時は助けてもらえる配慮がほしいとあるが、県としてどのように
支援していくのか。

障害がある人の職場への定着については、就労定着支援事業に取り組む事業所のサービスの質の確保を図ってまいります。
また、あいち障害者サポートデスク等により、障害のある人を雇用した企業からの相談に対応する中で、障害への理解を促進してまいります。

35 第5章
・可能な限りともに教育を受けられるよう、条件整備やインクルーシブ教育システムの推進について、県としてどのように取り組むのか具体例を示
してほしい。

各市町村で条件整備やインクルーシブ教育システムが推進するように、市町村教育委員会の担当者を集めて開催している「市町村特別支援教育担当
指導主事等会議」において、教育支援や合理的配慮に関する研修を実施してまいります。また、今後、合理的配慮に関する事例集を作成し、理解促
進に努めます。
県立高等学校においては、病気や障害のある生徒に対し、生活上・学習上必要な施設・設備の整備に努めます。

36 第5章
・特別支援学校における教室不足や長時間通学が課題としてあげられているが、地元の学校であれば、少子化により空き教室もあり、長時間の通学
も解消されると考える。障害のある子どもも自宅から短時間で通える距離にある学校で学べる体制を整えるために、県としてどのようなことができ
るのか。

2018年12月に策定した「第2期愛知県特別支援教育推進計画」に基づき、知的障害特別支援学校の過大化による教室不足の解消や肢体不自由特別支援
学校の長時間通学の解消に取り組んでいます。
また、スクールバスの増車のみでは解消できない長時間通学については、県有施設や小中学校等の活用による分校・分教室の設置、既設の特別支援
学校を活用した複数障害種の併置や通学区域の見直しを検討することを推進方策の一つとしております。
こうした方針に基づき、2020年4月には渥美半島先端地域の生徒の長時間通学を解消するため、県立福江高等学校内に知的障害特別支援学校の分教室
「潮風教室」を設置しました。
また、2023年4月には知多半島から聾学校に通学する幼児児童の長時間通学の緩和を図るため、県立東浦高等学校内に聾学校の分校を設置する予定で
す。

37 第5章
・盲学校が名古屋市と岡崎市にしかなく、通学を断念せざるを得なかった。リモート学習が可能な科目は、積極的に受講できる仕組みを整えて欲し
い。

ご意見は、今後の参考とさせていただきます。

38 第5章 ・特別支援学校の教員も、痰の吸引、胃瘻からの注入はできるようにしてほしい。 愛知県立特別支援学校については、医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する各学校に看護師を配置しております。
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番号 該当部分 御意見の概要 県の考え方

39 第5章

・「インクルーシブ教育システム」について、「特別支援教育支援員」の業務が発達障害者の学習支援に留まっており、身体障害者は保護者が学校
に付き添い支援をしなければならないが、子どもの自立に適切ではなく、また、きょうだい児や付き添う保護者の負担にもなっている。特別支援教
育支援員の業務拡大によって、インクルーシブ教育をより推進することができると考える。自治体で運用方法が異なるため、あまり進んでいない自
治体に対して県から指導や助言をしてほしい。

市町村教育委員会の担当者を集めて開催する「市町村特別支援教育担当指導主事等会議」において、特別支援教育支援員配置の充実や学校における
医療的ケアに関する研修、情報交換を引き続き実施します。

40 第5章
・地域共生社会の実現のための取組として、地域の学校において、多目的トイレの設置、エレベーターもしくはスロープの整備、障害のある幼児児
童生徒が使いやすい机と動線の確保、介助者や学習サポーターの充実、ICFを取り入れた授業内容の見極め等の環境整備が必要だと考える。

・愛知県立学校においては、県立学校施設長寿命化計画に基づく校舎の改修工事と併せて、多目的トイレやスロープの設置を行っています。また、
エレベーターについては校舎の新築や改築に併せて、「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」に基づき設置を進めていきます。
・市町村教育委員会の担当者を集めて開催する「市町村特別支援教育担当指導主事等会議」において、合理的配慮に関する研修を実施していきま
す。
・今後、合理的配慮に関する事例集を作成し、理解促進に努めます。
・ＩＣＦについては、今後も特別支援教育担当者への研修にて取り上げていくことが、重要であると考えます。

41 第6章
・第6章のタイトルについて、目標は当事者のためにあるため、障害児童（者）の豊かな地域生活の実現などにして、ー障害福祉サービス及び障害児
通所支援等提供体制の確保に係る目標ーをサブタイトルにしてはどうか。

第6章は、国の基本指針で設定することとされている成果目標について記載したものであり、このままとさせていただきます。

42 第6章
・福祉施設の入所者の地域生活への移行を目標としているが、すべての障害者の生活を保障するために、暮らしの場の選択肢のひとつとして入所施
設は必要である。入所者の暮らしの場を奪い取ることになってはならない。市町村に1か所は必要ではないか。

福祉施設の入所者の地域生活への移行については、本人の意思を尊重して進めることとし、施設での生活を希望されたり、施設での生活が必要な方
に対しては、施設において引き続き適切なサービスを受けながら、安心して生活できるよう取り組んでいきます。（P79）

43 第6章
・地域生活移行の目標は険しく、従来の取組のままでは、単なる計画のための目標となる。親亡き後をいかにするのか、議論を積み重ねる必要があ
る。

地域生活移行の目標は、福祉施設に入所されている方の意向を反映して数値目標化したものです。ご本人の意向が最大限尊重されるよう、ご本人、
ご家族、支援者のご意見をお聞きしながら、目標の達成に向けて随時見直し等を行ってまいります。

44 第6章 ・計画案では地域移行の受け手として、「グループホームの整備促進を図る」としているが、運営費補助も必要だ。 県では、グループホームの運営費補助を行う市町村に対して助成を行っており、引き続き実施してまいります。

45 第6章
・市町村によっては医療的ケアや身体障がい者（車椅子ユーザー）が利用できるグループホームがなく、施設入所しか選択がない。身体障害者に対
応できるグループホームの増加や、吸引や注入ができるヘルパーを増やすことを検討してほしい。そうすれば、療養介護はより医療度の高い人が入
れるようになり、在宅の重度障害者の受け皿にもなると思う。

地域で不足しているサービスの確保については、整備経費の助成にあたって優先的に採択する等により、整備を促進してまいります。
また、喀痰吸引の業務を行うことができる人材の確保については、研修実施機関の登録を行うとともに、居宅介護事業者等に対して、喀痰吸引等事
業への参入を働きかけまてまいります。

46 第6章
・グループホームの世話人業務を体験する事業は、実際に就職する前提で行う体験なのか。「いい体験になった」で終わってしまわないよう、県独
自の世話人資格をつくり、ハローワークと連携して職業訓練の一環にして県が受講費を負担し、働く意欲のある人に絞って、就職までの支援を県と
して行うことができるのではないか。

世話人業務を体験する事業は、グループホームやそこで働く世話人の仕事を紹介するセミナーに参加された方のうち、強い関心を持たれた方に実際
に世話人業務の体験をしていただく事業で、世話人の確保を図ることを目的としております。
県独自の世話人資格についてのご意見は、今後の事業の参考とさせていただきます。

47 第6章
・グループホーム職員の職員数、給与体系、平日休日夜間の勤務体系と本人入居者の満足度等を調査するとともに、財政支援を行い職員が安心して
働ける環境を作ることが課題と考える。

ご意見は、今後の事業の参考とさせていただきます。

48 第6章
・「カ　地域生活を体験する機会の提供」で、本人や家族の自立に対するイメージを高めるために、自立生活を送っている当事者やその家族から成
功体験を聞くことで、交流や不安・工夫の共有の場が必要ではないか。

施設に入所している方が、地域生活を具体的にイメージできるよう、実際に地域生活へ移行した方の体験を聞く機会を提供してまいります。（P84）

49 第6章
・福祉施設入所者の地域生活移行に関するニーズ調査について、図表61の前に各施設に依頼した調査表を載せるとより分かりやすくなるのではない
か。

調査票は10ページと分量が多いため、本プランへは調査結果の概要のみの記載としておりますので、ご理解くださいますようお願いします。

50 第6章
・精神科病棟に入院する理由として、入院が満床でないと、病院への報酬が減るという側面がある。地域移行を推進するのであれば、県として精神
科病棟へ退院し空きベッド分を保障する補助金が必要になると考える。

地域移行を推進する観点から、平成28年度の診療報酬の改定で、新たに地域移行機能強化病棟入院料が創設され、重点的な退院支援への取組みに対
しての評価が行われているところです。

51 第6章
・孤立･引きこもり状態にある障害者に関して、例えばアウトリーチ（多職種チームによる訪問支援等）の展望についての言及など、考察やビジョン
があればと思う。

地域で生活する精神障害者のうち、孤立やひきこもり状態にあって支援の必要な方に対しては、医療機関と連携して保健所による訪問支援などに取
り組んでまいります。なお、それぞれの市町村において、相談種別にこだわらない重層的・包括的な相談支援体制が進められていくところであり、
国や市町村の動向を確認してまいります。
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番号 該当部分 御意見の概要 県の考え方

52 第6章
・地域移行・地域定着により地域で暮らす精神障害者が増えているため、当事者を団体化し、地域定着の推進、医療・福祉に提言できる団体の育成
支援をしてほしい。

障害がある人やその家族等が行う自発的に行う活動に対する支援は、市町村地域活動支援事業に位置付けられており、市町村において行われており
ます。県は、市町村が支援に要する経費に対して助成を行っております。

53 第6章
・民間アパートを借りる際、精神障害を理由に断らない仕組みをつくるために、精神障害の方を受け入れるための準備について、県に相談できる関
係性をつくるとよいと思う。また、家賃補助や引っ越し補助も必要になってくると思う。

県では、障害者等であることを理由に入居を拒まない民間賃貸住宅の登録や、入居支援や生活支援等を行う居住支援法人の指定を行い、それらの情
報をホームページ等で広く提供をしています。また、生活困窮者に対しては、住居確保給付金事業による家賃補助を行っております。

54 第6章
・精神障害者の住居確保のため、県営住宅への入居を最優先にすることや、一人でも入居できるようにする条件を整えていくことができるのではな
いか。

・県営住宅の抽選募集において、一般世帯向住宅の中に福祉枠を設定し、精神障害者を含む世帯などの福祉枠該当世帯には、抽選の回数が2回になる
優遇制度を設けているほか、精神障害者の方は単身者向で募集している住宅に申込みいただけます。

55 第6章
・グループホームの入居者が入院すると、運営事業者の収入減となり経営が困難となるため、精神障害者は他障害と比べ、グループホームの入居が
難しい。入院期間中の減収を補助してほしい。

サービスの実施に係る報酬単価や報酬体系等は、国が制度として統一して実施すべきものであると考えます。県では、事業者が安定して経営できる
ために必要な改善を図るよう、国に要望していきたいと考えております。

56 第6章
・障害者雇用は国家事業として立ち上げ、障害者の能力・特性に応じた職場・仕事の確保・確立を急いでほしい。（愛知県としてサンプル事業展開
を試算してみるのも方法かも）

ご意見は、関係課と共有させていただきます。

57 第6章 ・公的・公共的団体において、平等・公平との視点で障害者の能力・特性に応じた職場を提供することを提案する。 ご意見は、関係課と共有させていただきます。

58 第6章 ・企業と在宅障害者とのマッチング事業（アート雇用）の利活用の仕方を広く啓蒙啓発してください。 あいちアールブリュット展をはじめとする展覧会において取組を紹介するなど、引き続き普及啓発に努めてまいります。

59 第6章
・芸術に関しては、一部の人だけが雇われるのではなく、県において障害のある人専用の芸術品を扱うオークションサイトをつくるとよい。また、
県美術館を有効活用し、障害のある人の芸術展やアーティストとのコラボレーション、ワークショップ、福祉系の事業所で作成された芸術性の高い
品物を販売する場所を設けると良いと思う。

県ではアート雇用のほか、障害のある方の作品を企業のノベルティグッズに採用していただく取組を行っております。今後もこれらの取組を基盤と
して、取組を広げていけるよう努めてまいります。

60 第6章
・精神障害者保健福祉手帳の交付対象とならない発達障害者に対しての対策を策定してほしい。少しのサポートがあれば、就労できると考えられる
が、対策がとられていないのではないか。

精神障害者保健福祉手帳の有無に関わらず、発達障害がある人の支援につきましては、発達障害者支援センターを設置し（P194）、ご本人とその家
族等に対する相談支援を行っているほか、支援者向けの研修等を通じて支援者の育成を行っており、これらの取組を継続して実施してまいります。
また、発達障害がある人に対してライフステージを通じた切れ目のない支援体制の整備を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係者で構
成する「発達障害者支援体制整備推進協議会」（P195）において協議を行っており、引き続き、支援施策等について検討してまいります。

61 第6章
・「オ　労働関係機関の就労支援策等の活用」「カ　一般就労へ移行することが困難な人に対する支援等」「キ　特別支援教育におけるキャリア教
育の推進」の項目がクリアできれば、「雇用」提案が達成されるものと期待で胸が膨らむ。実施に向けて大いに協力するので、具体的に何を、何時
まで、どのように、早急なロードマップを示してほしい。

記載の項目は、すべて常時又は定例的に随時実施しているものであり、ロードマップを作成する予定はありませんので、ご理解くださいますようお
願いします。

62 第6章 ・障害者の労働に対する報酬代価を格上げすること。 ご意見は、今後の事業の参考とさせていただきます。

63 第6章 ・工賃向上のために、県として事業所の固定費の補助金や事業所同士を結びつけるツアーの開催を行うと良いと思う。 ご意見は、今後の事業の参考とさせていただきます。

64 第6章 ・生活介護や就労継続支援B型の工賃をあげるためにも愛知県や各市町村の仕事をください。 県では、障害者就労支援施設等が供給する物品や役務の優先発注を推進しています。今後もこの取り組みを継続していきます。
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65 第6章 ・各障害者福祉事業所の用地を愛知県や各市町村が提供してください。 県では、県有地を福祉施設運営事業者へ賃貸する制度があり、県財産管理課のWebページに、貸付候補地を掲載しております。

66 第6章
・「難聴児支援のための中核的機能を有する体制」について、聾学校所在圏域は現在4圏域、豊田の難聴幼児通園を合わせて5圏域となっている。
2023年度に東浦に分校設置で具体化が進んでいるが、そのことも明記した方が良いと思う。

分校の設置については、P71に記載しております。また、計画全般を通じて、個別の学校名や事業所名は記載しないこととしております。
なお、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築に当たっては、現在検討中です。

67 第6章
・国の計画に合わせて「児童発達支援センター」「重心デイ」「放課後デイ」を「各市町村に1か所以上設置する」計画になっているが、東三河北部
の町村で設置するには、通所上の負担も大きいため、県のバックアップが必要だと思う。子どもの数が減少している地域でもあるため、この圏域に
関しては、県が「空き室活用」を推進すべきだと考える。

国の基本指針では、児童発達支援センター、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所の整備について、市町村
単独での設置が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えないこととされています。圏域ごとに設置した地域アドバイザーと連携し、でき
る限り身近な地域で必要な支援を受けられる体制の整備を支援してまいります。
なお、学校等の空室利用については、放課後児童健全育成事業と異なり、設備基準上困難と考えます。

68 第6章
・「医ケア児の支援体制の構築」について、通学手段とそのことの問題点を「医ケア児の実態把握」で調査してほしい。親が送迎している家庭が多
いと推察するが、親に何かあれば通学困難になり、子どもの修学権が保障できない。あわせて、高等部卒後の進路及び生活の場に関する意識調査も
お願いしたい。

令和元年度愛知県医療的ケア児者の実態調査において、通園・通学先への移動の方法について、設問としており、各年代で「介助者の車両」が一番
多い結果となっております。（問25-5）なお、調査結果はホームページで公開しております。
また、高等部卒業後の進路等に関する意識調査についての御意見は、今後調査を行う際の参考とさせていただきます。

69 第6章
・育てにくさのある子どもや障害のある子の早期発見と早期療育を行うことが必要だ。そのためには保健所機能の拡充とゼロ歳児から支援する児童
発達支援センターの設置が必要だ。特にゼロ歳児からの支援を位置付けるべきだ。

障害のある子どもの早期発見と早期支援のためには、地域の保健・医療・福祉等が連携し、必要な療育につなげていくことが肝要と考えておりま
す。P104からありますとおり、それぞれの地域において重層的な地域支援体制を構築するため、その中核となる児童発達支援センターの設置を支援
してまいります。

70 第6章 ・難聴児支援の体制づくりについて、検討チームに当事者団体も加えてほしい。 ご意見を踏まえて、検討してまいります。

71 第6章
・相談支援体制の充実として、行政が相談を外部に委託する方向に転換した結果、市町村の障害者団体（グループ）のコミュニケーションが減り、
その中でのピア相談員や障害者同士のコミュニケーションも減った。各行政において、障害者同士の心が通うコミュニケーション体制の場を育成す
る施策をお願いしたい。

障害がある人やその家族等が行う自発的に行う活動に対する支援は、市町村地域活動支援事業に位置付けられており、市町村において行われており
ます。県は、市町村が支援に要する経費に対して助成を行っております。

72 第6章
・医療（疾病）から障害者福祉と障害年金への移行作業を助けてくれる仕組みがない。煩雑な手続きを済ませ、利用できるまでに労力と時間を要す
るため、スムーズな移行が行えるワンストップの仕組みが必要である。

第6期計画の国の基本指針において、令和5年度末までに、各市町村において総合的・専門的な相談支援の実施する体制を確保することが基本とされ
ています。県では、圏域ごとに設置した地域アドバイザーと連携し、市町村の取組の支援を行ってまいります。

73 第7章 ・障害者福祉事業所の職員やヘルパーが安定していくために報酬額を上げてほしい。
サービスの実施に係る報酬単価や報酬体系等は、国が制度として統一して実施すべきものであると考えます。県では、事業者が安定して経営できる
ために必要な改善を図るよう、国に要望していきたいと考えております。

74 第7章
・グループホームの定員及びサービス見込量について、障害者保健福祉圏域では定員に対して見込量が多い圏域があり、身近に利用できるグループ
ホームが不足することになりますので各圏域レベルで充足するようにしてほしい。

圏域ごとに掲げたサービス見込量を確保できるよう、グループホームの整備費用の助成にあたって優先的に採択する等により、整備を促進してまい
ります。

75 第7章
・グループホームは借家のみならず、公団住宅利用もある。グループホーム件数表示の場合、借家○件、持ち家○件、公団○件、計○件とするとよ
く分かる。

統計データがないため、表示が困難です。ご了承ください。

76 第7章
・先の見通しを付けい動くことが難しい発達障害の方にとって、初めての体験というのは非常に負荷のかかる出来事のため、グループホームの開設
を推進するのであれば、その中に「ひとり暮らしの練習をすることができるホームの新設」を是非加えてほしい。

地域生活を体験する機会の提供（P83）について、これまでは対象者を施設入所者のみとしておりましたが、来年度からは、在宅障害者の地域生活の
継続のため、御家族と同居する方を対象に加え、家庭からの自立のための一人暮らしやグループホーム体験ができるようにしたいと考えておりま
す。

77 第7章
・地域移行支援について、精神科病院に入院している人に、誰がどのように働きかけているのか。その人の意思確認を外部でできる仕組みになって
いるのか。

本人や家族又は医療機関からの相談に応じ、市町村職員や相談支援専門員、保健所職員等がチームを組んで、ご本人への支援を行っております。ま
た、保健所職員は、措置入院者の希望に応じて、関係機関と連携を取りながら退院後の支援を行っております。なお、精神科病院においては、法律
上、退院後生活環境相談員を選任し、医療保護入院者への退院促進の措置を行うことが定められております。
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78 第7章 ・人口規模の小さい東三河北部の自治体でも、暮らしに必要なサービスが利用できるよう、県として独自の取り組み強化が必要だ。
圏域ごとに掲げたサービス見込量を確保できるよう、事業所等の整備費用の助成にあたって優先的に採択する等により、整備を促進してまいりま
す。

79 第7章
・重度訪問介護が広まらない理由には報酬単価が低いことがあげられる。すべての居宅介護事業者が重度訪問介護事業の採算がとるために、報酬単
価を上げる、もしくは人件費など県として一部補助する必要があると思う。

サービスの実施に係る報酬単価や報酬体系等は、国が制度として統一して実施すべきものであると考えます。県では、事業者の経営状況を確認しな
がら、必要に応じて国に必要な改善を図るよう要望していきたいと考えております。

80 第7章
・P181「子ども・子育て支援」計画と関わって、「障害のある可能性がある段階」からの支援を位置付けてほしい。就労家庭が増えていることに鑑
み、1歳6か月児健診後だけでなく、乳児健診後にも「教室」を運営することや、受給者証発行前の1・2歳児の「療育教室」を推進し、保育所等に入
園する前に支援を受けられるようにしてほしい。

乳幼児期の障害のある可能性がある段階からの早期支援のためには、地域の保健・医療・福祉等が連携し、必要な療育につなげていくことが肝要と
考えております。P104からありますとおり、それぞれの地域において重層的な地域支援体制を構築するため、その中核となる児童発達支援センター
の設置を支援してまいります。

81 第7章
・福祉人材確保のため「魅力の発信に努める」とあるが、福祉人材が定着しない理由に低賃金のため、介護の仕事にやりがいをもっていても、辞め
ていく現状がある。介護報酬を上げる、もしくは県として補助金を出し、他の企業との給料格差をなくし、ヘルパーとして安定して長期間働ける仕
組みをつくり、定着を図るとよいと思う。

サービスの実施に係る報酬単価や報酬体系等は、国が制度として統一して実施すべきものであると考えます。県では、事業者の経営状況を確認しな
がら、必要に応じて国に必要な改善を図るよう要望していきたいと考えております。

82 第7章 ・「ピアサポートの活用」では、精神障害についてのピアの必要性が書いてあるが、ピアサポートは、すべての障害での記載が必要だと思う。
本プランでは精神障害を除いてピアサポートの記載はしておりませんが、現在、国において相談支援等に携わるピアサポートの制度化が検討されて
おりますので、国の動向を確認しながら、必要に応じて追記してまいります。
なお、ピアサポートの重要性は認識しており、県では市町村が任命する身体障害者相談員・知的障害者相談員に対して、研修を実施しております。

83 第7章
・障害者の自立した生活を支える就労場所である事業所が新型コロナウイルスにより経営が苦しくなっている。感染症の拡大や重症化を防ぐために
も、社会検査の実施は義務づけにして欲しい。

新型コロナウイルス感染症の拡大に対しましては、障害福祉サービス事業所に対する支援として、感染防止のための衛生材料の購入費用への助成等
を実施しております。
検査の義務づけについては、今後の事業の参考とさせていただきます。

84 第7章
・両親がコロナに感染し、子どもが障害がある場合、県立小児医療センターや医療療育センター等に入院は可能か。又、普通児でも両親が感染した
場合で療育困難な場合はどのようにしているのか。

両親が病気により一時的に養育困難となった児童につきましては、児童相談センターにおいて一時保護を実施しております。障害児についても基本
的に児童相談センターが一時保護所において一時保護することとしております。障害の程度によって一時保護所での対応が困難な場合は、障害児入
所施設または医療機関での受け入れを県において調整します。

85 第9章
・障害者も取り得るコミュニケーション手段を精一杯活用して、当事者として計画策定から実施、事業評価、改善まで責任をもって参加をしていき
たい。そうした仕組みや制度がなければ創って欲しい。

計画の策定から実施状況の監視まで、愛知県障害者施策審議会に意見をお伺いしています。愛知県障害者施策審議会は、19名の構成員中10名が障害
当事者の方となっており、県内の当事者団体から御推薦をいただいた委員9名のほか、公募委員1名も含まれています。また、会議は公開しており、
資料や議事録、委員の構成についてはホームページで公表しております。

86 － ・在宅障害者児を介護療育する家族への支援や配慮として、就労維持、負担軽減や補完、ケア、レスパイト等の更なる充実をお願いしたい。
ご意見は、今後の事業の参考にさせていただきます。
なお、地域で生活する重症心身障害児・者の短期入所受入体制を確保するために、重症心身障害児・者が医療機関（医療型）以外の指定短期入所事
業所を利用する際の費用を助成する市町村に対して、県が助成を行っております。

87 － ・入所中でも移動支援を利用できるようにしてほしい。 施設入所者の移動支援サービスの利用については、国が制度として統一して実施すべきと考えます。

88 － ・身体障害者手帳に該当しない難聴者で、補聴器等の支援が必要な者への対応をプランに含めてほしい。また、WHOと同程度の基準としてほしい。
補装具制度の対象者については、国が定めており、難聴者への範囲の拡大については、国が統一して定める事項であると考えます。
なお、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児が装用する補聴器の購入又は修理につきましては、その費用について助成事業を実
施している市町村に対して、助成を行っております。

89 －
・医療療育センターに関して、県モデルとして、土や自然に触れ合う、15人程度の入所者の生活を柱にした施設が当事者たちの声ではないか。
また、中央病院を退院した人へのケアや退院者の引きとり先はどこになるのか。その統計も必要。

ご意見は、今後の事業の参考にさせていただきます。
中央病院を退院した人は、ほとんどがご家庭に戻ります。在宅での医療的なケアや障害福祉サービスの利用が必要な方には、退院前から患者さんと
一緒に在宅での生活を考え、必要に応じて情報提供や地域の関係機関とのやり取りを行っています。また、退院後も患者さんからの相談に乗りなが
ら、関係機関との連携に努めています。

90 －
・福祉制度を知らない、利用していない障害者や家族がいるため、福祉のことを一般県民の方にもっと知ってもらうことが今後の大きな課題の一つ
だと思う。学校教育、社会教育の一環として「あいち障害者福祉プラン2021-2026」を活用してはどうか。また、地域の自治会の回覧板で定期的にお
知らせすることも一つの方法ではないか。

福祉制度を広く知っていただくため、障害者手帳の交付時等にお渡しできるよう、毎年度「福祉ガイドブック」を作成しています。
また、ホームページにも掲載する他、様々な機会をとらえて、県民の皆様へ広く周知を図ってまいります。
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番号 該当部分 御意見の概要 県の考え方

91 －
・コロナ禍、コロナ後の日常生活、行政との意思疎通＋情報交流、そして教育・就労・医療・災害避難生活を行う上で、活用の制度と次世代高速大
容量通信インフラの整備が、急務であり、必要不可欠だ。

総務省においては2020年12月に「ＩＣＴインフラ地域展開マスタープラン3.0」を発表し、ＩＣＴインフラの早期の全国展開を進めています。本県の
障害者施策においてもＩＣＴの活用に努めてまいります。

92 － ・障害者虐待、差別、権利擁護、バリアフリー施策、災害時対処等に関するマニュアルの整備について、県と市町村との役割分担を知りたい。

・障害者虐待防止に関しましては、障害者虐待防止法や厚生労働省作成の「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」に基づ
き、各自治体で対応を行っております。当該手引きにつきましては、厚生労働省のホームページに掲載されております。
・障害者差別解消については、各省庁が作成した対応指針に基づき、関係機関が対応を行っているところです。
・バリアフリー施策につきましては、人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基づき、県は、不特定かつ多数の人が利用する建築物について、
バリアフリー措置の整備計画の届出の審査を行っています。また、県と市町村が連携し、バリアフリー化の普及啓発に取り組んでいます。
・災害対応につきましては、市町村が主体となり実施しておりますが、県は市町村の各種取り組みが進むよう、例えば避難所運営においては、その
指針となる「避難所運営マニュアル」の提供や避難所の資機材整備の財政支援などを実施しています。

93 －
・警察の対応が、障害者の配慮に欠けるため、事故や事件に訴えることを躊躇したり断念されたりしている。事件・事故時の対応は改善されるべき
だ。

障害者への対応が適切に実施されるように、今後も障害の特性等に関する教養を職員に対して実施していきます。
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令和２年度障害者相談支援アドバイザー会議 検討状況等報告 

 重点検討事項：地域生活支援拠点等の整備について 情報共有事項：新型コロナウィルス感染症の影響等 

検
討
内
容
等 

◎第１～２回アドバイザー会議 

・各圏域の整備状況等の共有 
 ・新型コロナウィルス感染症の影響等による整備進捗状況の共有 

・地域生活支援拠点等の評価についての情報共有 

・重層的支援体制整備事業に関する取組状況（モデル事業等の実施状況）の共有 

◎第１～２回アドバイザー会議 

・次の各項目等について新型コロナウィルス感染症の影響等を含めた各圏域の状況を共有 
－各圏域の入所施設・精神科病院からの地域移行について 
－相談支援事業者等のスキルアップ等について 
－社会資源の開発等について 
 

主
な
意
見
等 

地域アドバイザー意見 

・地域生活支援拠点等の整備については、新型コロナウィルス感染症の影響等により自立支援協議

会の議論が深まらず整備予定が令和３年度以降にずれ込むという市町村がいくつか出てきている。 
・地域生活支援拠点等の整備は、特に面点整備の場合、拠点の役割等を意識し続けることが難しい

場合もあるので、地域生活支援拠点等の評価を継続的に行うことで、機能の拡充や拠点の役割等の

意識付けに取り組んでいくことも必要である。 
・地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業については、圏域内でモデル事業を実施し

ている市町村があるが、障害福祉の分野だけでは受け止めきれない事案について包括的に関われる

取組が行われている。一方でワンストップ窓口として活用されていくためには、運用上の課題等も

あるようなので、今後の検討課題として関わっていく必要がある。 
 

 

 

スーパーバイザー意見 

・地域生活支援拠点等については、「親亡き後」という観点から「緊急時の受入・対応」に注目が集

まりがちであるが、緊急受入を行うショートステイの事業所と相談支援事業所との連携が重要であ

るので、実際の運用では連携や情報共有について車輪の両輪となっているかを確認していく必要が

ある。また、今後、地域生活支援拠点等の評価を行っていく際には「権利擁護の視点」を取り入れ

ると良いと思う。 

 

地域アドバイザー意見 

・福祉施設（入所施設）や精神科病院からの地域移行については、新型コロナウィルス感染症の影響等 

で施設や病院に立ち入ることができず、意向確認が難しい例があった。 

・相談支援事業者等のスキルアップ等については、対面での研修実施が難しかったため、web を活用し 

てのオンライン研修会等を開催し、可能な限り継続して実施できるように努めた。 

・各種社会資源の開発等については、市町村自立支援協議会の中止等により予定通りに進まない状況も 

あった。 

・各種社会資源の開発等については、アンケート調査等を活用して、地域のニーズ把握等に努めた。 

・基幹相談支援センターの職員間の情報交換等も web を活用するなどして、関係機関のネットワークが 

停滞しないように努めた。 

・研修会を中止し、資料や啓発パンフレット等の配布に切り替える等して、新型コロナウィルス感染症

拡大防止に配慮して情報提供等を行った。 

 

スーパーバイザー意見 

・新型コロナウィルス感染症への対応については、施設内でクラスターが起きた場合の対応がすぐにで

きるかどうかで感染拡大してしまうかどうかがわかれてくる。小規模の施設等では、感染症予防は取り

組めたとしても、マニュアルの整備やもし感染症が発生したときにどう対応するかまでは取り組めない

ところも多いと考えられる。せっかく ZOOM 等のツールを活用して研修等を実施するのであれば、「ある

利用者が新型コロナウィルス感染症の陽性患者となった場合にどのように対応するか」といったテーマ

に取り組んでみることも検討すると良い。 

 

令
和
３
年
度
以
降 

・引き続き市町村の地域生活支援拠点等の整備について具体的に状況把握と助言等を行っていくとと

もに、整備済みの拠点についても運用の評価・検証や各種情報提供等を行っていく。 
・福祉施設入所者の地域移行については、令和元年～２年度にかけて実施したニーズ調査のフォローアッ

プを実施し、個別に地域移行の意向確認を行うとともに、地域生活の体験事業等を活用して地域移行に繋

げていく。 
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精神障害者の地域移行支援について 

 

 

１ 保健、医療、福祉関係者による協議の場 

愛知県精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 

（１）概要 

本県における精神障害者の地域移行及び地域定着支援に向けた協議を行う。 

 

（２）令和２年度実績 

書面会議により開催（令和３年３月１日（月）資料送付） 

 

  （３）内容 

・ 愛知県及び市町村における精神障害者地域移行・地域定着の状況及び取組 

について 

・ ピアサポーターの活動について 

 

 

２ 地域移行支援に係る研修 

（１）概要 

愛知県精神保健福祉センターにおいて、医療と福祉の連携等を図ることを 

目的とした研修を実施。 

 

（２）内容 

開催日：令和３年３月５日（金） （Ｗｅｂ開催） 

内 容：「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について」 

「医療と福祉の上手な連携の取り方」 

「愛知県の“にも包括”及びピアサポーター事業の現状」等 

参加者：９６名（保健所担当者、地域アドバイザー、相談支援事業所職員、 

精神科病院職員、市町村担当者） 

 

 

３ ピアサポーター活動等による地域移行支援事業 

（１）概要 

精神障害者が地域で安心して生活できる体制を整備するため、当事者の立場 

から支援にあたるピアサポーターが自らの体験談を話すプログラムを行う。 

なお、本事業は精神保健福祉士協会への委託により実施している。 

 

（２）令和元年度実績（カッコ内は平成 30 年度実績） 

 

実施医療機関 実施延回数 ピアサポーター従事者数 参加者 

5（13） 8（26） 実 15（33）、延 23（64） 延 111（600） 

 

 ＜参加者内訳＞ 

当事者 医師 看護師 ＰＳＷ その他医療

機関職員 

関係機関 その他 

66（300） 0（9） 7（140） 15（66） 8（56） 9（22） 6（7） 

 

 

４ ピアサポーター養成について 

 （１）概要 

   精神保健福祉センターにおいて、ピアサポーターの養成研修を実施する。 

養成研修後、希望者は名簿登録する。 

（令和３年２月時点でのピアサポーター名簿登録者人数：８７名） 

 

（２）事業内容 

開催日：令和３年２月１日（月） （Ｗｅｂ開催） 

内 容：①講義「ピアサポーターについての講義」 

        ②報告「愛知県のピアサポーター活動の紹介」 

        ③個人ワークと共有 

参加者：９０名（当事者４０名、支援者４４名、当事者かつ支援者６名） 
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